
青果物（ぶどう）の輸入手続きフロー

申請書類の準備

♦納税者番号（NPWP）、VAT課税業者登録

（PKP）

＜輸入申請開始までにそろえておくべき許認可等＞

♦輸入業者事業者番号（API）として有効な事業者基

本番号（NIB）
輸入申請の開始

♦最低資本金

♦倉庫登録証（TDG）

許可要件の確認♦インドネシア政府に登録された日本国内検査機関

によるロットごとの検査結果（分析証明書） 要件満たさない

商業省の輸入承認

の申請（PI）

PIの取得

国家食糧庁へ青果物

登録

申請書類の準備

検疫所にて

検疫検査

輸入申告

青果物登録の申請

青果物流通許可の

発行

検疫書類の準備

検疫の申請

安全確認書の発行

＜輸入承認（PI）の申請に必要な書類や情報＞

■ぶどうの特徴に合った適切な蔵置場を有することについての証明書

■コールドストアレージの占有証明（賃貸の場合は公証人の面前で作成

された賃貸契約書、PIの期間に合わせて1～12月の範囲で最低1年の残存

賃貸期間があるもの）

■ぶどうに関する情報についてのその他の書類（適正農業規範（GAP）

認証とステートメント・レター、販売計画（輸入者が一般輸入業者事業

者番号（API-U）として有効なNIBを有する事業者の場合）、生産計画（製

造輸入業者事業者番号（API-P）として有効なNIBを有する事業者の場合）https://insw.go.id/ にて

■申請フォームに入力

■申請書類をアップロード

＜青果物流通許可（Izin Edar PSAT PL）の申請に必要な書類や情報＞

■ 申請者の住民証（KTP）

■納税者番号（NPWP）

■会社設立証書とその後の定款変更証書

■事業者基本番号（NIB、輸入業者事業者番号（API）として有効なもの）

■事業地許可書

■輸入承認（PI、輸入規制品の場合）

■商標認証コピー（trade markおよび／あるいはregisteredと表示する場合）

■製品証明書

■標準作業手順書（SOP）

■クレーム証明または証明書コピー（ラベルに強調表示をする場合）

■分析証明書（Certificate of Analysis）

■植物検疫安全認証／青果物安全性認証

■ラインセス書（ライセンス製品の場合）

■契約書コピー（再包装される青果物の場合あるいは契約に基づき海外で生産さ

れた青果物の場合）

■製品サンプルと製品包装案、および食品ラベルの条件に従ったラベル

■サプライヤーと原産国の輸出業者のリスト

■ディストリビューターのリスト

■青果物供給施設の衛生検査結果証明書

■衛生訓練参加の認証あるいは証明証

https://sipsat.badanpangan

.go.id/admin/loginにて

■申請フォームに入力

■ 申請書類をアップロード

■事前通知（Prior Notice）

■分析証明書

■植物検疫証明書

INATRADEにて受信


